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議会評価に
対する考え方

　パブリックコメント、茅ヶ崎市景観条例の改正を経て平成２２年度に事
業としては完了となり、平成２３年４月には特別景観まちづくり地区に指
定する予定です。

今後の事業展望
　今後は、景観法及び茅ヶ崎市景観条例に基づき都市再生機構（ＵＲ）と
の連携、及び浜見平地区拠点整備事業との整合を図るとともに、特別景観
まちづくり地区の周知を行っていきます。

附帯意見
今後は、浜見平地区拠点整備事業との整合を図り、URとのよりよい連携を
図っていくことが必要である。

事業費

23年度予算額（案） （参考）22年度予算額 （参考）21年度決算額

0 千円 1,051 千円 440 千円

担当部課 都市部景観みどり課

議会評価 現状のまま継続する

理由 ２カ年事業であり、継続を求める。

決算審査における事業評価の結果の反映状況

事業番号 ２０
事業名

（実施計画名）
特別景観まちづくり地区の指定（浜見平地
区）

事務事業名
（業務棚卸評価）

特別景観まちづくり地区推進業務（浜見平地区）


